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規 格 会 議 規 程 

 

 

平成７年４月２７日設立総会制定 

平成１３年７月２４日第１回臨時総会改正 

 （目的） 

第１条 この規程は、社団法人電波産業会（以下「当会」という。）定款第３０条の

規定に基づき、当会の規格会議の運営に関して必要な事項を定めることを目的とす

る。 

 （構成） 

第２条 規格会議は、次条に規定する委員及び第６条の規定により委嘱を受けた特別

委員である学識経験者によって構成する。 

 （委員） 

第３条 規格会議の委員は、規格会議への参加を希望する者（その者が法人又はその

他の団体（以下｢法人等｣という。）である場合にあっては、その法人等が指定する

者）のうちから、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。ただし、法人等が指定し

た者で会長が委嘱した委員について、当該委員を指定した法人等が当該委員を変更

する場合にあっては、会長は委嘱に当たって、理事会の同意を要しない。 

２ 第４条第２項の規定により委嘱された委員長が法人等の指定する者である場合は、

会長は、更に当該法人等の指定する者を、理事会の同意を得て、委員に委嘱するこ

とができる。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。 

 （委員長及び委員長代理） 

第４条 規格会議には、委員長１名及び委員長代理１名を置く。 

２ 委員長及び委員長代理は、委員のうちから、理事会の同意を得て、会長が委嘱す

る。 

３ 委員長は、規格会議を代表し、会務を統括する。 

４ 委員長は、規格会議における採決に加わらない。 

５ 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職

務を代行する。 

 （委員長及び委員長代理の任期） 

第５条 規格会議の委員長及び委員長代理の任期は、２年とする。ただし、再任を妨

げない。 

２ 委員長及び委員長代理は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任す
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るまでは、その職務を行わなければならない。 

 （学識経験者に対する委嘱） 

第６条 会長は、必要に応じ、学識経験者に対して、特別委員として規格会議への参

加を委嘱することができる。 

 （標準規格の遵守） 

第７条 委員は、標準規格を遵守するとともに、その普及に努めるものとする。 

 （標準規格の公開等） 

第８条 会長は、規格会議が策定、改定又は廃止した標準規格を一般に公開するもの

とする。 

２ 公開された標準規格に関する規格会議以外の者からの異議については、会長は、

これを誠実に処理するものとし、必要に応じ、標準規格の見直しその他の適切な措

置を講ずるものとする。 

 （規格会議会費） 

第９条 規格会議の運営に必要な規格会議会費は、年額３０万円とする。 

２ 規格会議の委員（当会の正会員（当該正会員が法人等である場合にあっては、そ

の法人等が指定する者）、委員長（第４条第２項の規定により委員が委嘱された場

合に限る。）及び理事会が別に定める者を除く。以下本項において同じ。）は、当

会定款第 37 条に規定する会計年度毎に規格会議会費を納入しなければならない。た

だし、新たに規格会議の委員を委嘱された者は、次の表に定めるところにより、委

嘱されたときに当該会計年度の規格会議会費を納入するものとする。 

 

委嘱された日の属する月から当該

会計年度の３月までの月数 

当該会計年度の 

規格会議会費 

１２又は１１ 年額３０万円 

１０又は９ 年額２５万円 

８又は７ 年額２０万円 

６又は５ 年額１５万円 

４又は３ 年額１０万円 

２又は１ 年額 ５万円 

 

３ 既に納入した規格会議会費は、これを返還しない。 

 （退任等） 

第１０条 規格会議の委員は、死亡、解任、届出若しくは当該委員を指定した法人等

の解散又は破産により退任する。 

２ 規格会議の委員が正当な理由がなくして１年以上規格会議会費を納入しないとき、

又は規格会議の目的にふさわしくない行為があったときには、会長は当該委員を解

任することができる。 
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 （開催） 

第１１条 規格会議は、必要に応じ、委員長の招集により随時開催する。 

 （庶務） 

第１２条 規格会議の庶務は、当会の事務局が行う。 

 （規格会議への委任） 

第１３条 この規定に定めるもののほか、規格会議の運営に関し必要な事項は、規格

会議において別に定める。 

 

   附則 

 この規程は、この法人の設立許可のあった日（平成７年５月１５日）から施行する。 

 

   附則 

 この規程の改正は、定款の一部変更（平成１３年７月第１回臨時総会決定）の施行

の日（平成１３年８月８日）から施行する。 

 


